
1 

 

防災スペシャリスト養成の仕組み(案) 

１．研修方法等の位置づけ 

(１) 防災スペシャリストが身につけるべき能力 

 

１．活動の前提 （枠組み、基礎知識） 

 法律や計画などの防災活動を行う上での枠組みや、最低限理解しておくべき

基礎的な知識 
 

２．活動遂行能力 （個人の能力） 

 防災活動を行う上で個人が有しておくべき能力 

 活動遂行能力は、「知識」、「技能」、「態度」の 3 つの能力要素に分類される 
 

①  「知識」 : 知っている、理解している 

 防災活動を行う上で不可欠な事項や情報を知っている、認識・理解している 

②  「技能」 ： 体得している 

 防災活動を行う上で必要な動作や技術を身につけている 

③  「態度」 ： 適切にふるまえる 

 防災活動を行う際に、状況に応じた適切な心構えやふるまい、取組姿勢を選

択できる 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料３ 
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(２) 防災スペシャリストが身につけるべき能力と思考システムとの関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 研修方法等の位置づけ 

 

 
 

(３) 各研修方法の効用 
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(４) 各研修方法の特性 

 

項目 読書 e ラーニング 
施設研修 人的 

ネットワーク 講義 演習 

学習方法 

テキス トを 読

む 

クイズに答え

る 

講義動画を見

る 

現実（災害）の

映像を見る 

講師から解説

を聞く 

受 講 生 同 士

や講師を交え

て議論する 

体験する 

（災害疑似経

験） 

講師や受講生

同士が情報交

換 、 意 見 交

換、アドバイス

をする 

身につけ 

られる能力 

活動の前提+

活 動 遂 行 能

力(知識) 

活動の前提+

活動遂行能力

(知識) 

活動の前提+

活 動 遂 行 能

力(知識) 

活動遂行能力

(技能、態度) 

想定外の課題

に対応する能

力 

知識 

 

関連付けられ

た知識 

高度に関連付

けられた知識 

学習対象者 多数 多数 一定数 一定数 有資格者 

場所 
どこでも どこでも 研修会場 研修会場 どこでも 

(オンライン) 

学習管理 不可 可能 可能 可能 可能 

人的つながり なし なし あり あり あり 
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(５) 読書と e ラーニングの関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(６) eラーニングと施設研修の関係 

 

 

 

 

  



5 

 

２．個人の能力を高める仕組み 
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３．組織の能力を高める仕組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 読書 e ﾗー ﾆﾝｸ゙  研修 
相互 

補完 

能力の高いリーダ

ーの確保 
  ○ ○ 

高度な専門的能力

のある職員の確保 
  ○ ○ 

防災基礎の能力の

ある職員の確保 
○ ○ ○  

○組織としての災害対応力の評価 

 

 能力の高いリーダーがいる 

 専門的能力のある職員がバラ 

ンスよくいる 

 防災基礎能力のある職員が多 

くいる 

 組織内に学びの仕組みがある 

 

 一人一人の能力の高さ 

 

○組織としての災害対応力を最大限に

する仕組み 

組織としての「能力評価（自己点

検）」を行うことにより、不足する能

力を強化する 

「個人の能力を高める仕組み」で、

能力を向上させる 
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４．標準テキストの作成 

（１）研修方法と標準テキストとの関係 

研修方法 標準テキストとの関係 

読書 知識を習得するためのテキスト 

eラーニング クイズの作成や映像の選択をするときの基礎資料 

施設研修（講義） 
各講座の学習指導要領 

施設研修（演習） 

人的ネットワーク 共通認識の基盤 

 

 

（２）標準テキストの作成方法 

編集方針 

 

  

1

2

3

4

5
災害に強い国づくり、

まちづくり
11 災害発生直前の対策 22

地域の復旧・復興の
基本方向の決定

6 事故災害の予防 12
発災直後の情報の収集・連絡

及び活動体制の確立
23

迅速な原状復旧の
進め方

7 国民の防災活動の促進 13
災害の拡大・二次災害の
防止及び応急復旧活動

24
計画的復興の

進め方

8
災害及び防災に関する研究

及び観測等の推進
14

救助・救急，医療及び
消火活動

25
被災者等の生活再建等の

支援

9
事故災害における

再発防止対策の実施
15

緊急輸送のための
交通の確保・緊急輸送活動

26
被災中小企業の復興

その他経済復興の支援

10
迅速かつ円滑な災害応急対
策，災害復旧・復興への備え

16
避難収容及び
情報提供活動

17 物資の調達，供給活動

18
保健衛生，防疫，遺体の処理

等に関する活動

19
社会秩序の維持，物価の安

定等に関する活動

20 応急の教育に関する活動

21 自発的支援の受入れ

個
別
課
題
へ
の
対
応

予　　防 応　　急 復旧・復興

総
合
調
整

計　画　立　案

広　報

活　動　調　整

実　行　管　理

１～４は、予防、応急、復旧・復興に共通する最重要活動として設定
１～３：National Preparedness Goal を参考に設定、４：PDCAサイクルの評価・改善の重要性から１～３に追加して設定
５～26：「防災基本計画」 第二編 各災害に共通する対策編」の各項目から設定

内閣府が主に対象とする活動

表１ 「防災スペシャリスト」が実施する防災活動 

表２ 標準テキストのカテゴリー 

1 2 3 4 5

1．総合 1.計画立案 2.広報 3.活動調整 4.実行管理

2．計画立案 1.計画立案

3．広報 2.広報

4．減災対策 6.事故災害の予防
7.国民の防災活動
の促進

9.災害及び防災に
関する研究及び観
測等の推進

10.事故災害におけ
る再発防止対策の
実施

5．訓練企画
7.国民の防災活動
の促進

10.事故災害におけ
る再発防止対策の
実施

6．警報・避難
11.災害発生直前の
対策

13.災害の拡大・二
次災害の防止及び
応急復旧活動

16.避難収容及び情
報提供活動

7．物資物流・広域行政
16.避難収容及び情
報提供活動

8．避難収容・被災者支援
12.発災直後の情報
の収集・連絡及び活
動体制の確立

15.緊急輸送のため
の交通の確保・緊
急輸送

17.物資の調達、供
給活動

18.自発的支援の受
入れ

9．復旧復興・被災者生活再建
22.地域の復旧・復
興の基本方向の決
定

23.迅速な原状復旧 24.計画的復興
25.被災者等の生活
再建等の支援

26.被災中小企業の
復興、その他経済
復興の支援

10．防災基礎 法律 計画 ハザード 災害事例

カテゴリー
防災活動

①  「防災スペシャリスト」が実施

する防災活動を適切に実施する

ために必要な知識・技能・態度

を学習するための教材として、

「標準テキスト」を作成する。 

 

②「防災スペシャリスト」が実施す

る防災活動のうち、内閣府が主に

対象とする活動（表１、薄緑色の

活動）について、共通する内容で

分類・整理し、カテゴリーとして

設定する。また、カテゴリーに学

習テーマを設定する。 
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カテゴリーの学習内容の構造化 

  

知識 技能

6．警報・避難
11 警報等の伝達 地震

津波
風水害
火山

「警報等の伝達」
に係る法律

「警報等の伝達」に関する規定事項を学ぶ
　・災害対策基本法
　　→ 第52条　防災信号
　　→ 第54条　発見者の通報義務等

○

⑥警報・避難
1限

「警報等の伝達」
の基本事項、仕
組み、留意事項

「警報等の伝達」を行う上での基本的な知識を学ぶ
　・目的、仕組み、体制
　・活動手順、活動内容
　・警報等の種類、内容、入手方法

○

⑥警報・避難
1限
2限
3限

「警報等の伝達」
に係る技術

「警報等の伝達」を実際に行う上で必要な技術を学び、習
得する
　・警報等の伝達上の課題　（演習）
　・警報等の伝達実習（警報等の入手および情報の見

○

⑥警報・避難
3限
4限

住民等の避難
誘導

オールハ
ザード

「住民等の避難
誘導」に係る法
律

「住民等の避難誘導」に関する規定事項を学ぶ
　・災害対策基本法
　　→ 第60条　市町村長の避難の指示等
　　→ 第61条　警察官等の避難の指示

○

⑥警報・避難
1限

「住民等の避難
誘導」の基本事
項、仕組み、留
意事項

「住民等の避難誘導」を行う上での基本的な知識を学ぶ
　・目的、仕組み、体制
　・活動手順、活動内容
　・住民等の避難誘導の種類、内容

○

⑥警報・避難
1限
6限
7限

「住民等の避難
誘導」に係る技
術

「住民等の避難誘導」を実際に行う上で必要な技術を学
び、習得する
　・避難勧告・指示等の実態と課題　（演習）
　・避難勧告等の判断・伝達訓練　（演習）

○

⑥警報・避難
7限

8・9限

関係省庁災害
警戒会議の開
催

「関係省庁災害
警戒会議の開
催」の基本事項、
仕組み、留意事

「関係省庁災害警戒会議の開催」を行う上での基本的な
知識を学ぶ
　・目的、仕組み、体制
　・活動手順、活動内容

○

⑥警報・避難
1限

「関係省庁災害
警戒会議の開
催」に係る技術

「関係省庁災害警戒会議の開催」を実際に行う上で必要
な技術を学び、習得する
　・関係省庁災害警戒会議の開催訓練　（演習）

○

―

№
区
分

活動 タスク
対象

ハザード

学習項目 身につく能力
有明研修の

コースと
単元（限）項　　目 内　　　　容

活動遂行能力

個
別
課
題
へ
の
対
応

（応急）
災害発生直前

の対策

オールハ
ザード

カテゴリー

④ ③で整理した「カテゴリー別学習内

容」を基に、カテゴリーで学ぶ「学習

テーマ」を設定する。 

⑤次いで、カテゴリー別に、②で設

定した「学習テーマ」を横軸に、

「活動の前提」・「知識」・「技能」

を縦軸におき、該当する学習内容

を分類する。ここで分類した１つ

のまとまりをエレメントとする。 

表４ カテゴリーごとの学習テーマ（例） 

③カテゴリーごとに、以下の資料から、該当する学習内容を抽出する。 

 

 

 

表３ カテゴリー別学習内容（例） 

表５ カテゴリー別学習内容のイメージ 

1 2 3

1．総合 本部組織体制 本部運営 組織間連携

2．計画立案 事業継続 情報処理・管理 意思決定支援

3．広報 災害広報 広報手法

4．減災対策 被害予測・軽減 防災活動

5．訓練企画 訓練企画 訓練評価・改善

6．警報・避難 警報 避難誘導 災害防止

7．物資物流・広域行政 物資物流 広域行政

8．避難収容・被災者支援 災害救助法 避難収容 被災者支援

9．復旧復興・被災者生活再建 復旧・復興 被災者生活再建

10．防災基礎 法律 計画 ハザード

学習テーマ
カテゴリー
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項目 警報 避難誘導

11 警報等の伝達」に係る法律
「警報等の伝達」に関する規定事項を学ぶ
　・災害対策基本法
　　→ 第52条　防災信号
　　→ 第54条　発見者の通報義務等
　　→ 第55条　都道府県知事の通知等
　　→ 第56条　市長村長の警報の伝達及び警告
　　→ 第57条　警報の伝達等のための通信設備の優先
利用等
　・気象業務法
　　→ 第13条　予報及び警報
　　→ 第13条の2　　気象、地象、津波、高潮及び波浪に
ついての一般の利用に適合する警報
　　→ 第14条　気象、津波、高潮及び洪水についての水
防活動の利用に適合する予報及び警報
　　→ 第14条の2　気象、津波、高潮及び洪水について
の水防活動の利用に適合する予報及び警報
　　→ 第15条　警報事項を警察庁、消防庁、国土交通
省、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式会社、
西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に
通知
　　→ 第15条の2　特別警報に係る警報事項を警察庁、
消防庁、海上保安庁、都道府県、東日本電信電話株式
会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機
関に通知
　・水防法
　　→ 第16条　水防警報
　　→ 第11条　都道府県知事が行う洪水予報
　　→ 第12条　水位の通報及び公表
　　→ 第25条　決壊の通報

11 「住民等の避難誘導」に係る法律
「住民等の避難誘導」に関する規定事項を学ぶ
　・災害対策基本法
　　→ 第60条　市町村長の避難の指示等
　　→ 第61条　警察官等の避難の指示
　　→ 第61条の2　指定行政機関の長等による助言
　　→ 第61条の3　避難の指示等のための通信設備の優
先利用等
　　→ 第63条　市町村長の警戒区域設定権等
　　→第86条の14　被災者の運送
　・水防法
　　→ 第29条　立退きの指示

11 「災害未然防止活動」に係る法律
「災害未然防止活動」に関する規定事項を学ぶ
　・災害対策基本法
　　→ 第62条　市町村の応急措置

16 「避難誘導の実施」に係る法律
「避難誘導の実施」に関する規定事項を学ぶ
　・災害対策基本法
　　→ 第50条　災害応急対策及びその実施責任
　　→ 第56条　市町村長の警報の伝達及び警告
　　→ 第60条　市町村長の避難の指示等
　　→ 第61条の2　指定行政機関の長等による助言
　　→ 第61条の3　避難の指示等のための通信設備の優
先利用等
　　→ 第62条　市町村長の応急措置
　　→ 第40条　都道府県地域防災計画
　　→ 第42条　市町村地域防災計画
　　→ 第63条　市町村長の警戒区域設定権等
　・水防法
　　→ 第15条　浸水想定区域における円滑かつ迅速な
避難の確保及び浸水の防止のための措置
　　→ 第15条の3　要配慮者利用施設の利用者の避難
の確保のための措置に関する計画の作成等

11 「警報等の伝達」の基本事項、仕組み、留
意事項
「警報等の伝達」を行う上での基本的な知識を学ぶ
　・目的、仕組み、体制
　・活動手順、活動内容
　・警報等の種類、内容、入手方法
　・警報伝達の手順、活動内容
　・誤報対応
　・情報伝達上の留意事項
　・事前の準備事項

11 「住民等の避難誘導」の基本事項、仕組
み、留意事項
「住民等の避難誘導」を行う上での基本的な知識を学ぶ
　・目的、仕組み、体制
　・活動手順、活動内容
　・住民等の避難誘導の種類、内容
　・避難勧告等の発令および解除の方法
　・警戒区域の設定および解除の方法
　・避難場所及び避難所の開設方法
　・屋内での退避等の安全確保措置の実施方法
　・住民の避難誘導方法
　・住民等の避難誘導上の留意事項
　・事前の準備事項

11 「災害未然防止活動」の基本事項、仕組
み、留意事項
「災害未然防止活動」を行う上での基本的な知識を学ぶ
　・目的、仕組み、体制
　・活動手順、活動内容
　・河川堤防等施設の巡視・点検方法
　・警戒区域の設定方法
　・雪崩等への災害応急対策
　・気象情報等の活用
　・関係機関との連携、助言
　・災害未然防止活動上のノウハウ、留意事項
　・事前の準備事項

11 「関係省庁災害警戒会議の開催」の基本事
項、仕組み、留意事項
「関係省庁災害警戒会議の開催」を行う上での基本的な
知識を学ぶ
　・目的、仕組み、体制
　・活動手順、活動内容
　・関係省庁災害警戒会議の位置づけ、内容
　・関係省庁災害警戒会議の開催の方法
　・関係省庁災害警戒会議の開催上の留意事項
　・事前の準備事項

16 「避難誘導の実施」の基本事項、仕組み、
留意事項
「避難誘導の実施」を行う上での基本的な知識を学ぶ
　・目的、仕組み、体制
　・地方公共団体による避難誘導の活動手順、活動内容
　・都道府県による運送事業者への要請事項
　・活動上のノウハウ、留意事項
　・事前の準備事項
　・課題と対策の方向

13 「災害の拡大防止活動」の基本事項、仕組
み、留意事項
「災害の拡大防止活動」を行う上での基本的な知識を学
ぶ
　・目的
　・災害の拡大防止活動の手順、活動内容、事例
　・活動上のノウハウ、留意事項
　・事前の準備事項
　・課題と対策の方向

13 「複合災害発生時の体制」を行う上での基
本的な知識を学ぶ
　・目的
　・複合災害発生時の体制のあり方
　（要員確保、要員の相互派遣、合同会議の開催、具体
的な連携方策等）
　・活動上のノウハウ、留意事項
　・事前の準備事項
　・課題と対策の方向

13 「施設・設備等の応急復旧活動」の基本事
項、仕組み、留意事項
「施設・設備等の応急復旧活動」を行う上での基本的な
知識を学ぶ
　・目的、仕組み
　・施設・設備の応急復旧活動の内容
　・ライフライン施設に関する非常本部等の関与について
　・住宅の応急復旧活動の内容
　・活動上のノウハウ、留意事項
　・事前の準備事項
　・課題と対策の方向

13 「二次災害防止活動」の基本事項、仕組
み、留意事項
「二次災害防止活動」を行う上での基本的な知識を学ぶ
　・目的
　・活動手順、活動内容
　・住民の避難、応急対策の手順、活動内容
　・活動上のノウハウ、留意事項
　・事前の準備事項
　・課題と対策の方向

11 「警報等の伝達」に係る技術
「警報等の伝達」を実際に行う上で必要な技術を学び、習
得する
　・警報等の伝達上の課題　（演習）
　・警報等の伝達実習（警報等の入手および情報の見
方、適切な警報発表文作成含む）　（実習）

11 「住民等の避難誘導」に係る技術
「住民等の避難誘導」を実際に行う上で必要な技術を学
び、習得する
　・避難勧告・指示等の実態と課題　（演習）
　・避難勧告等の判断・伝達訓練　（演習）

11 「関係省庁災害警戒会議の開催」を実際に
行う上で必要な技術を学び、習得する
　・関係省庁災害警戒会議の開催訓練　（演習）

16 「避難誘導の実施」に係る技術
「避難誘導の実施」を実際に行う上で必要な技術を学び、
習得する
　・避難勧告・指示等の実態と課題
　・避難勧告・指示等の判断・伝達訓練

16 ガイドライン
避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン
災害時要援護者の避難支援ガイドライン

技能

その他災害防止

活動の
前提

知識

①

②
③

⑥

⑦

⑧

⑤

⑤

④

③

参考情報

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学習目標の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 学習者が理解しやすいテキスト構成（大目次）とするため、②で構造化し

た「カテゴリー別学習内容」を基に、学習内容の総論・各論及び学習内

容のつながりという観点から分類・整理し、単元として設定する。 

⑦前項で設定したエレメントごとに、学習目標を設定する。 

表６ カテゴリー別学習内容の分類イメージ 

単元 

カテゴリー № 単　　　元

1 警報・避難対策の枠組

2 警報等の種類と内容

3 避難勧告・指示等の判断・伝達

4 警報等の伝達上の課題

5 避難勧告・指示等の実務と課題

6 災害の拡大防止と二次災害防止対策

7 警報等の伝達のノウハウ

8 避難勧告等の判断・伝達のノウハウ

6．警報・避難

表７ カテゴリー別単元（例） 

⑦ ⑤で設定したエレメントごとに、学習目標を設定する。 

項目 警報 避難誘導 災害防止

活動の
前提

○警報に係る法律の概要を説明できる。 ○避難誘導に係る法律の概要を説明できる。 ○災害未然防止活動、災害拡大防止、二次災
害防止対策、施設・設備等の応急復旧活動に
係る法律の概要を説明できる。

知識

○警報等の伝達の目的、実施主体と役割につ
いて説明できる。

○警報等の伝達の流れと、避難誘導との関連
性、基本的な活動について説明できる。

○警報等の種類と内容、把握するうえでのポイ
ントについて説明できる。

○警報等の入手・伝達の方法と手段について
説明できる。

○警報等を入手・伝達する際の課題と対策、事
前の準備事項について説明できる。

○避難誘導の目的、実施主体と役割について
説明できる。

○避難勧告等の判断・伝達の流れと、警報と
の関連性、基本的な活動について説明でき
る。

○住民等の避難行動の考え方について説明
できる。

○避難勧告等の判断に必要な基本事項とハ
ザード毎の避難基準の考え方を説明できる。

○自然災害の発生が想定される際の体制につ
いて説明できる。

○避難勧告等を住民に伝達し、周知するため
の伝達方法と手段について説明できる。

○避難勧告等を住民に伝達し、行動を促す際
の課題と対策、事前の準備事項について説明
できる。

○災害未然防止活動、災害拡大防止、二次災
害防止対策、施設・設備等の応急復旧活動の
目的、実施主体と役割について説明できる。

○災害未然防止活動、災害拡大防止、二次災
害防止対策、施設・設備等の応急復旧活動の
活動内容と方法について説明できる。

○災害未然防止活動、災害拡大防止、二次災
害防止対策、施設・設備等の応急復旧活動の
ための事前の準備事項について説明できる。

技能

○警報等の情報の見方や、判断ポイントを説
明できる。

○警報等の広報文の作成ポイントを説明でき
る。

○避難勧告等の判断のタイミング、ポイントに
ついて説明できる。

○避難勧告等の情報伝達を適切に行うための
ポイントを説明できる。

○避難勧告等の広報文作成のポイントを説明
できる。

表８ エレメントごとの学習目標（例） 
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テスト内容の設定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨ 単元ごとに設定した学習目標に対して、学習者の到達度を確認するための

「テスト内容」を設定する。 

表 10 テスト内容の設定イメージ 

№ 単元 学習目標 主な項目 テスト内容

1 警報に係る法律 　・災害対策基本法
　　→ 第50条　災害応急対策及びその実施責任
　　→ 第52条　防災信号
　　→ 第54条　発見者の通報義務等
　　→ 第55条　都道府県知事の通知等
　　→ 第56条　市長村長の警報の伝達及び警告
　　→ 第57条　警報の伝達等のための通信設備の優先利用等

　・気象業務法
　　→ 第13条　予報及び警報
　　→ 第13条の2　　気象、地象、津波、高潮及び波浪についての一般の利用に適合する
警報
　　→ 第14条　気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予報及
び警報
　　→ 第14条の2　気象、津波、高潮及び洪水についての水防活動の利用に適合する予
報及び警報
　　→ 第15条　警報事項を警察庁、消防庁、国土交通省、海上保安庁、都道府県、東日
本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知
　　→ 第15条の2　特別警報に係る警報事項を警察庁、消防庁、海上保安庁、都道府県、
東日本電信電話株式会社、西日本電信電話株式会社又は日本放送協会の機関に通知

　・水防法
　　→ 第16条　水防警報
　　→ 第11条　都道府県知事が行う洪水予報
　　→ 第12条　水位の通報及び公表
　　→ 第25条　決壊の通報

　・災害対策基本法
　　→ 第四十条　（都道府県地域防災計画）
　　→ 第四十二条　（市町村地域防災計画）
　　→ 第五十条　（災害応急対策及びその実施責任）
　　→ 第五十六条　（市町村長の警報の伝達及び警告）
　　→ 第六十条　（市町村長の避難の指示等）
　　→ 第六十一条　（警察官等の避難の指示）
　　→ 第六十一条の二　（指定行政機関の長等による助言）
　　→ 第六十一条の三　（避難の指示等のための通信設備の優先利用等）
　　→ 第六十二条　（市町村の応急措置）
　　→ 第六十三条　（市町村長の警戒区域設定権等）
　　→ 第八十六条の十四　（被災者の運送）

　・水防法
　　→ 第15条　浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のた
めの措置
　　→ 第15条の3　要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計
画の作成等

災害対策基本法

【確認事項】災害未然防止に係る法律の概要について説明できるか
【回答】
　・災害対策基本法
　　→ 第62条　市町村の応急措置

警報・避難対策
の枠組

警報及び避難誘導に係
る法律の概要を説明で
きる

避難誘導に係る法律

表９ 単元ごとの学習目標（例） 

カテゴリー № 単　　　元 学習目標

1 警報・避難対策の枠組

○警報及び避難誘導に係る法律の概要を説明できる。
○警報及び避難誘導の目的、実施主体と役割について説明できる。
○警報及び避難誘導の関連性と、活動の流れ、基本的な活動について
説明できる。

2 警報等の種類と内容
○警報等の種類と内容、把握するうえでのポイントについて説明できる。
○警報等の入手・伝達の方法と手段について説明できる。

3 避難勧告・指示等の判断・伝達

○住民等の避難行動の考え方について説明できる。
○避難勧告等の判断に必要な基本事項について説明できる。
○避難勧告等の判断基準の考え方をハザード別に説明できる。
○自然災害の発生が想定される際の体制について説明できる。
○避難勧告等を住民に伝達し、周知するための伝達方法と手段について
説明できる。

4 警報等の伝達上の課題
○警報等を入手・伝達する際の課題と対策、事前の準備事項について説
明できる。

5 避難勧告・指示等の実務と課題
○避難勧告等を住民に伝達し、行動を促す際の課題と対策、事前の準備
事項について説明できる。

6 災害の拡大防止と二次災害防止対策

○災害の拡大防止と二次災害防止対策に係る対策について、法律の概
要を説明できる。
○災害の拡大防止と二次災害防止対策に係る対策について、目的、実
施主体と役割について説明できる。
○災害の拡大防止と二次災害防止対策に係る対策について、活動内容
と方法について説明できる。
○災害の拡大防止と二次災害防止対策に係る対策について、事前の準
備事項について説明できる。

7 警報等の伝達技術
○警報等の情報の見方や、判断ポイントを説明できる。
○警報等の広報文の作成ポイントを説明できる。

8 避難勧告等の判断・伝達技術
○避難勧告等の判断のタイミング、ポイントについて説明できる。
○避難勧告等の広報文作成のポイントを説明できる。

6．警報・避難

⑧ ⑦の結果を基に、⑥で設定した単元ごとに学習目標を整理する。 
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カテゴリー目標の設定 

 

 

 

標準テキストの作成 

 

  

 

 

 

表 11 テキスト構成 

導 入 

（カテゴリー） 

 カテゴリー全体の導入ページ。 

 「表紙」、「学習目標」、「目次」で構成する。 

本 文 

（単元：章） 

 単元を章として構成する。 

 各章は、「表紙」、「学習目標」、「目次」、「学習内容」、「まとめ」で構成する。 

 テキストの内容をより深く理解するために、参照先を紹介する「参照情報」を適宜掲

載する。 

 学習テーマに該当しなかったその他の学習内容を、「参考情報」として掲載する。 

テスト 
 カテゴリー全体のテストのページ。 

 単元ごとに、テストの設問及び回答を掲載する。 

 

 

 

 

 

（例） 「6．警報・避難誘導」の学習目標 

① 「警報」 及び 「避難誘導」 に係る対策の枠組や規定事項、適切な活動

に必要な知識、事前の準備等について説明できる。 

② 「災害拡大防止」 及び 「二次災害防止対策」 の枠組や規定事項、活動

上の基礎的な知識や手法、事前の準備事項等について説明できる 

⑩ ⑨で設定したテスト内容を踏まえて、カテゴリー全体の学習目標を設定す

る。 

⑪ ⑨の「テスト内容の設定」で設定した内容を踏まえて、標準テキストを作

成する。 

 テキストの全体構成は、「導入－本文－テスト」の枠組を基本とし、

表 11の内容を掲載する。 

 なお、書籍やホームページ、論文等を用いて作成するページについて

は、出典を掲載する。 
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５．能力評価の仕組みの構築 

５-１．能力評価のねらい 

○ 個人の能力評価 

研修受講資格、人的ネットワークの参加資格に使用する能力証明 

○ 組織の能力評価 

組織としての災害対応力を高めるための自己点検に使用する能力評価 

 

※個人の能力評価は、防災専門職の設置などの組織整備や、人事異動・評価・

処遇などの人事制度を検討する際の基礎資料にもなる。こうしたことは、

防災に関する自己研鑽に対する個人のモチベーションにもつながる。 

５-２．能力評価の仕組み 

(１) 個人の能力評価（能力証明） 

№ 目的 評価方法 評価内容 評価基準 
証明の 

方法 
課題 

1 研修受講資
格 
 

eラーニ
ングテス
ト 
 

受講したコ
ースの内容
の習得度 
（関連付け
られた知識） 

一定以上
の点数の
獲得 

合格証明書
（ホームペ
ージからダ
ウ ン ロ ー
ド） 
 

 
 

2 人的ネット
ワークの参
加資格 

研修の受
講時間 
 
 
研修内テ
スト 
 

受講時間 
 
 
 
受講したコ
ースの内容
の習得度 
（高度に関
連付けられ
た知識、技
能、態度） 

一定以上
の時間の
受講 
 
一定以上
の点数の
獲得 

研修修了証 ○時間経過に伴
う能力の低下  

⇒能力評価に有
効期限を設け
る 

○新たな知識や
課題の出現 

⇒メーリングリ
スト等から最
新情報を提供 

⇒成果発表会、
災害対応カン
ファレンス等
の開催 
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（２）組織の能力評価 

№ 評価軸 評価方法 対処方針 

1 能力の高い
リーダーが
いる 
 

＜リーダーの存在と能力をチェック
リストで評価＞ 

各組織に、①リーダーの存在と②
リーダーの能力について、チェック
リストを用いて自己点検してもら
い、その結果を評価する。 

①リーダーの存在の有無 

 リーダーの存在の有無について、
地域防災計画やマニュアルに規定
されているかどうかを点検する。 

・チェックリスト項目（例） 

□専任の防災監・危機管理監等（部次長以

上）をおいている 

□首長が不在の場合の代行者（災害対策本

部長等の代行）の指名順位を予め決めて

いる 

□防災担当責任者（実際の防災活動の責任

者）が不在の場合の代行者の指名順位を

予め決めている 

②リーダーの能力 

リーダーの対象者が、トップセミ
ナー等の首長を対象とした危機管
理研修を受講しているかどうかを
点検する。 

ただし、受講後の時間経過に伴う
能力低下を考慮するため、過去 2年
以内など、評価対象の期間を設け
る。 

・チェックリスト項目（例） 

□首長は、外部機関で、トップセミナー等の
首長を対象とした危機管理研修を受講し
ている（過去 2年以内） 

□危機管理監は、外部機関で、トップセミナ
ー等の首長を対象とした危機管理研修を
受講している（過去 2年以内） 

□本部員等の幹部職員の中で、2名以上が、
外部機関で、トップセミナー等の首長を
対象とした危機管理研修を受講している
（過去 2年以内） 

 
 
 
 
 
 
 
①リーダーを確保する
ため、チェックリスト
の項目のうち満たして
いない項目について取
り決め、地域防災計画
やマニュアルに規定す
る。 
 
 
 
 
 
 
 
 
②リーダーとしての能
力向上を図るため、ト
ップセミナー等の首長
を対象とした危機管理
研修を受講する。 
また、能力低下を防ぐ
ために、継続的に教育
を受ける。 
 
⇒評価の対象とする首
長を対象とした危機管
理研修を設定する必要
がある。 
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№ 評価軸 評価方法 対処方針 

2 専門的能力
のある職員
がバランス
よくいる 

＜各防災活動を担当する職員の存在
と能力をチェックリストで評価＞ 

各組織に、防災スペシャリストが
実施する 26の防災活動について、①
実施体制の整備、②各防災活動の実
施体制に必要となる能力を持った人
材の配置について、チェックリスト
を用いて自己点検してもらい、評価
する。 

①防災活動の実施体制の整備 

  各組織で必要となる防災活動の実
施体制が地域防災計画やマニュアル
に規定されているかどうかを点検す
る。 

・チェックリスト項目（例） 

□「防災スペシャリスト」が実施する 26の
防災活動のうち必要となる活動を所管す
る体制が決められている 

 

②各防災活動の実施体制に必要とな

る能力を持った人材の配置 

  各防災活動を実施するうえで必要
となる能力を持った人材が適正な数
で配置されているかどうか、地域防
災計画やマニュアルをもとに点検す
る。 

・チェックリスト項目（例） 

□「国民の防災活動の促進活動」の能力を持
った担当者を適正に配置している 

□「事故災害における再発防止対策の実施
活動」の担当者の数は、必要数を満たして
いる 

⇒各防災活動を実施するうえで適正
な人員数については、組織の規模
や地域特性等を考慮した算出方法
を確立する必要がある。 

⇒各防災活動を実施するうえで必要
となる能力を持った人材かどうか
の判断については、能力評価の方
法を確立する必要がある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

①各組織で必要となる
防災活動を実施するた
めの組織体制が整備さ
れているかどうかチェ
ックを行い、欠けてい
る体制については、地
域防災計画やマニュア
ルに規定する。 
 
 
 
②必要な能力が不足し

ている防災活動体制に
ついて、実務経験を有
する職員等、能力のあ
る人材を確保するか、
「防災スペシャリスト
養成研修」等の研修に
より能力のある人材を
育成する。 
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№ 評価軸 評価方法 対処方針 

⇒評価結果は、レーダーチャート等
を用いて、評価結果をわかりやす
く提示する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価結果（レーダーチャート）例 

 
 

3 防災基礎能
力のある職
員が多くい
る 

＜防災基礎能力のある職員の確保状
況をチェックリストで評価＞ 

各組織に、内閣府が提供する「eラ
ーニング」の防災基礎コースのテス

ト合格者、及び、防災スペシャリスト
養成研修の「防災基礎コース」または
同等の研修の修了者の数を点検して
もらい、各組織の規模や地域特性等
を考慮して設定した防災基礎能力の
ある職員の目標割合の達成度で評価
する。 

・チェックリスト項目（例） 

□全職員の○○％以上に防災基礎能力を養
成すると目標設定し、これを□□%達成し
ている 

※チェックリスト項目の○○％について
は、組織ごとに自組織の目標とする割合
を設定してもらう。 

 

○チェックリストに示
す評価基準（全職員の
何％以上）を満たすよ
う、内閣府が提供する
「eラーニング」や、防
災スペシャリスト養成
研修の「防災基礎コー
ス」等の研修を受講す
る。 

⇒評価の対象とする外
部の研修機関のコース
を設定する必要があ
る。 
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№ 評価軸 評価方法 対処方針 

4 組織内に学
びの仕組み
がある 

＜防災に関する研修の仕組みの存在
についてチェックリストで評価＞ 

組織としての災害対応力の向上を
目的とした防災に関する研修の仕組
みがあるかどうかについて点検す
る。 

・チェックリスト項目（例） 

□組織としての災害対応力の向上を目的と
した防災に関する研修の年間計画を作成
している。 

□年間計画に基づき研修を実施するための
経費が確保されている。 

□組織内に、防災に関する研修の企画、運
営、指導ができるトレーナーがいる。 

□防災に関する研修を行う上で必要なテキ
ストやツールがある。 

□組織内で対応できない分野や内容につい
ては、外部の研修機関等を活用している。 

 

 

 

○防災に関する年間計
画が作成されていない
場合は、作成する。 

○研修のための環境が
不足している場合は、
整備を図る。 

⇒適切な年間計画の作
成方法が分からない市
町村等に対して指導す
る必要がある。 

 

 

 

※ 全国の国・地方公共団体に対し、前表の４つの評価軸：「能力の高いリー

ダーがいる」、「専門的能力のある職員がバランスよくいる」、「防災基礎能力の

ある職員が多くいる」、「組織内に学びの仕組みがある」の観点から、年に 1

回、チェックリスト方式による自己点検を行うよう促す必要がある。 

 

※ 全国の国・地方公共団体の組織の能力評価結果は、それぞれの組織におけ

る一層の能力強化につなげるために、全国の国・地方公共団体の組織の能力

評価結果を調査し、記者発表やホームページ上での公開などの手法により、

広く国民に公開することも考えられる。 
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６．人的ネットワーク構築の仕組み 

６-１．人的ネットワークのねらい 

○ 最先端の知識と経験の共有、想定外の課題に対応する能力の向上を図るた

めに、「交流の場＝人的ネットワーク」を構築する。 

 

６-２．人的ネットワーク構築の仕組み 

（１）人的ネットワーク構築の基本的な考え方 

「交流の場＝人的ネットワーク」は、インターネット上の専用のホームペー

ジを通じて構築し、年１回程度のフォローアップ研修等により補足する。 

なお、人的ネットワークに参加できる人は、有明の丘研修の「総合管理」お

よび「個別対策」の修了証を持っている人であることを要件とする（※「防災

基礎」のカテゴリーは除く）。 

 

（２）人的ネットワークの内容 

○ 防災スペシャリスト養成研修ホームページ上に、「防災スペシャリス

ト人的ネットワーク専用」ページを提供する。 

○ 総合管理および個別対策の各カテゴリー共通のページと、各カテゴリ

ー別のページから構成する。各カテゴリー別のページは、他のカテゴ

リーの参加者にも公開し、異なる観点からの議論や協働による対応を

促進する。 

○ 防災スペシャリストネットワークの登録者の他に、防災スペシャリス

ト養成研修の講師（災害対応経験者、研究者、国の職員等）などのサ

ポーターが交流の場に参加することで、各カテゴリーの最先端の知識

と経験について情報提供を行う。 

○ 年に１回程度、フォローアップ研修等において直接交流するなど、い

わゆる「顔の見える関係」を構築できる機会を設けて、インターネッ

トによる交流の場を補足することにより、より一層の人的ネットワー

クの強化を図る。 
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＜「防災スペシャリスト人的ネットワーク専用」ページのコンテンツ案＞ 

コンテンツ案 内   容 

1．Ｑ＆Ａ 

（共通ページ） 

防災業務を行う上での悩みや課題を投稿し、他の参加者

が知恵や知識を教えあう。 

2．情報掲示板 

（カテゴリー別ペー

ジ） 

防災に関する取組の紹介や最新情報の提供等、参加者相

互に情報交換する。 

3. フォローアップ 

（カテゴリー別ペー

ジ） 

防災スペシャリスト養成研修や地域別総合防災研修での

講義で取り上げられた、最近の防災に関する施策や対応

事例、研究成果等の知識について、自己点検し、関係す

る知識を学ぶことのできる研修資料やテストを提供す

る。 

 

（３）人的ネットワークの運営 

業 務 内  容 

1．コンテンツの管理 

（交流の場の構築） 

○ 防災スペシャリスト養成研修ホームページ上に、ID

とパスワードが無ければアクセスできない「防災ス

ペシャリスト人的ネットワーク専用」ページを開設

する。 

○ 総合管理および個別対策の各カテゴリー共通のペー

ジと、各カテゴリー別のページのコンテンツが陳腐

化しないように、順次更新する。 

2．参加者の管理 

（参加資格の管理） 

○ 防災スペシャリスト養成研修「有明の丘研修」の修了

者のリストを元に、「防災基礎コース」以外の「総合

管理コース」および「個別対策コース」の各カテゴリ

ーの修了者を対象に参加者を募集し、希望者には防

災スペシャリストネットワークにアクセスできる ID

とパスワードを発行する。 

3．サポーターへの執

筆依頼 

（最新情報の提供） 

○ 防災スペシャリスト養成研修の講師等にサポーター

として参画を依頼し、各カテゴリーの最先端の知識

と経験についての原稿執筆を依頼する。 

 

※防災スペシャリストネットワークを、平時においては研修の講師に、災害

時においては相互協力や応援に活用することもできる。  
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７．eラーニングの整備の概要 

７-１．eラーニング整備のねらい 

○ 防災活動を行う上での枠組みや最低限理解しておくべき知識を習得する。 

○ 防災スペシャリスト研修（有明の丘）の総合管理コースや個別対策コース

への研修受講資格を取得する。 

７-２．eラーニングで身に付く能力 

○ 活動の前提：関連付けられた知識 

 ・法律 

 ・計画 

 ・ハザード 

・災害事例 

○ 活動遂行能力（知識）：関連付けられた知識 

・「防災スペシャリスト」が実施する 26の防災活動の中で最低限理解

しておくべき知識 

７-３．eラーニングにおける能力証明のしくみ 

○ eラーニングで学習し、確認テストに合格すると、防災活動を行う上での

枠組みや最低限理解しておくべき知識を習得したことが証明され、合格証

を得ることができる。 

○ この証明は、防災スペシャリスト研修（有明の丘）の総合管理コースや個

別対策コースへの研修受講資格とする。 

○ 防災スペシャリスト研修（有明の丘）の総合管理コースや個別対策コース

を受講するにあたり、事前に学習しておくべき知識についても eラーニン

グで学習することができる。 

 

 

 

 

 



20 

 

７-４．eラーニングの内容と学習上の特徴 

内容 学習上の特徴 

1.講義動画 ○ 有明の丘研修の単元を担当している講師による講
義を「動画」で見ることができる。 

○ 関連付けられた知識や態度を、簡易に習得するこ
とができる。 

2.クイズ ○ 基本的な問題を提供することで、参加者自身が、
自分の弱い分野や内容を知ることができる。 

3.災害記録アーカイ
ブ 

○ 内閣府等が所有する災害の記録（写真、映像）を
閲覧することで、より具体的なイメージを持つこ
とができる。 

○ 災害エスノグラフィー調査の記録等の資料（文字
や映像等）を閲覧することで、具体的な災害対応
の経験を疑似体験し、より具体的に災害対応をイ
メージすることができる。 

4.参考情報リンク集 ○ 標準テキストで紹介している学習の参考となるホ
ームページにアクセスできる。 

5.テスト ○ 防災活動を行う上での枠組みや最低限理解してお
くべき知識を習得したことを確認することができ

る。 

 

７-５．eラーニングの整備方法 

種類 学習上の特徴 

1．eラーニングのサイ
トの整備 

○ 提供する e ラーニングの内容に必要な機能のあ
る学習管理システム（ＬＭＳ）を導入する。 

○ 現在の「防災スペシャリスト養成研修ホームペー
ジ」から eラーニングのサイトに入れるよう開設

する。 

2．コンテンツの整備 ○ 学習方法の種類に応じて、学習するためのコンテ
ンツを開発する。 

 


